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林業・木材製造業労働災害防止規程変更案要綱の概要

• 主な変更点

労働災害防止規程とは

・労働災害防止協会が、労働災害防止に関し、設備や作業の実施方法について講ず
べき具体的措置などを設定するもの（労働災害防止団体法第36条第1項第1号等）

・会員には、当該規程の遵守義務が課せられている。（同法第41条第1項）

（新設）車両系木材伐出機械を用いる場合、原木等の飛
来により危険を防止するため、防護柵等の措置
を講じなければならない。

（新設）簡易架線集材装置を用いる場合、機械や原木等
に接触するおそれのある箇所へ作業者を立ち入
らせてはならない。

木材伐出機械等による作業の安全強化

最新の法令改正など労働災害防止対策の動向を踏まえた変更

その他

○関連作業毎に条文の整理を実施

熱中症予防の強化

（新設）熱中症を予防するため、暑さ指数（ＷＢＧＴ
値）の活用、作業者の熱への順化の状態等の
管理に努めなければならない。

リスクアセスメントの普及定着

（新設）新たな作業に入る前に簡易リスクアセス
メント記録書(林業) （※）に基づき、危
険性又は有害性等の調査を行うように努
めなければならない。
※林災防で平成27年5月に作成した様式

○アドレナリンの自己注射器（※）の携帯について義務規定化 (従来は努力義務規定)
※ 蜂毒に起因するアナフィラキシーショックに対する補助治療剤

チェーンソーの取扱い作業に係る
安全基準の充実

（新設）振動障害防止のために、国の指針の基準
に適合したチェーンソーを選定しなけれ
ばならない。



（ 参 考1 ）

簡易リスクアセスメント記録書
(林業)

５つのポイント

○従来のものを大幅に見直し、簡潔な
記録書としたこと。

○危険の洗い出し後の評価と低減対策
後の評価が一目で分かるようにしたこと。

○就業現場や作業内容に問わず、簡単
に活用できることとしたこと。

○「低減対策」が必要な作業については、
「抜本的対策」の欄を設けたこと。

○メモや簡略図等を記述するスペース
（備考欄）を設け、よりビジュアル化した
こと。
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伐木、造材、原木等の集積
を行うための機械。

（例） ハーベスタ

伐木、枝払い、玉切りの各作業と玉切りし
た材の集積を行う自走式の機械。

（例） フォワーダ

グラップル装置で玉切りした短幹材を荷台に
積載して運搬する機械。主として作業路上を
走行する。

車両の走行により集材を行う
ための機械。

（例） 集材ウインチ

動力を用いて原木等を巻き上
げることにより運搬するための
機械。

油圧ショベル等に単胴のウインチを装
備し、集材を行う自走式の機械。

（その他の例）
フェラーバンチャ、 プロセッサ、
グラップルソー、木材グラップル

（その他の例）
スキッダ、集材車、集材用トラクター

（その他の例） タワーヤーダ、
スイングヤーダ

（ 参 考２ ）

車両系木材伐出機械 動力を用い、不特定の場所に自走することができる機械

伐木等機械 走行集材機械 架線集材機械

原木等の一部が地
面に接した状態で
巻き上げることによ
り運搬する設備

原木等を空中で
運搬する設備

簡易架線集材装置 機械集材装置

集材装置 集材機、架線、支柱等により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、運搬する設備
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第３回労働災害防止団体運営評価会議（平成27年３月24日）第３回労働災害防止団体運営評価会議（平成27年３月24日）

林業・木材製造業労働災害防止協会の取組林業・木材製造業労働災害防止協会の取組

適宜、労働災害防止規程の見
直しを行う。会員の順守状況を
定期的に把握すると共に、その
順守を担保する仕組みを構築
する。

適宜、労働災害防止規程の見
直しを行う。会員の順守状況を
定期的に把握すると共に、その
順守を担保する仕組みを構築
する。

※取組状況覧
●平成25年度までの主な取組
○平成26年度の主な取組

※取組状況覧
●平成25年度までの主な取組
○平成26年度の主な取組

●安全管理士等による現場安全パト
ロールの際、災防規程の遵守状況の
把握と安全対策指導を行った。

○災防規程改正委員会を複数回開催
し、車両系木材伐出機械作業を中心と
する林業作業関連の災防規程変更案
を策定中で、平成27年度総代会に上
程予定。

●安全管理士等による現場安全パト
ロールの際、災防規程の遵守状況の
把握と安全対策指導を行った。

○災防規程改正委員会を複数回開催
し、車両系木材伐出機械作業を中心と
する林業作業関連の災防規程変更案
を策定中で、平成27年度総代会に上
程予定。

災防規程災防規程

災防規程の見直しを検討す
るための内部委員会を整備
し、労働安全衛生法改正等を
踏まえ、必要な見直しを行う。

変更した規程の会員への周
知を徹底する。

災防規程の見直しを検討す
るための内部委員会を整備
し、労働安全衛生法改正等を
踏まえ、必要な見直しを行う。

変更した規程の会員への周
知を徹底する。

労働災害防止団体改革検討専門委員会

指摘事項（要約）

労働災害防止団体改革検討専門委員会

指摘事項（要約）
≪ ≫≪ ≫ ≪達成目標≫ ≪主な取組状況≫≪達成目標≫ ≪主な取組状況≫

（ 参 考３ ）
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